
     上里町立長幡小学校 学校便り 第８号        令和３年１０月２９日（金） 

    な し の 木    １ １ 月号 

                   児童数２０８名 

   学校教育目標「進んで学ぶ子  思いやりのある子  元気な子 」 

      上里町の子供たちを育てる合言葉「あいさつ・返事・くつそろえ＋集中した清掃」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【埼玉県からのお知らせ①】 

 

 

 

 

 

【埼玉県からのお知らせ②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることもあり、いじめは重大な人権侵害

です。「いじめは絶対に許さない」という強い決意の下、学校や家庭、地域が一体となっ

て社会全体でいじめ防止に取り組む必要があります。そこで県では、11 月 1 日に、浦和駅

前で、高校生が青少年健全育成に取り組む団体等と合同で、いじめ撲滅と青少年健全育成

を呼びかけるキャンペーン活動を行います。また、今年は県民総くるみの取組をどのよう

に進めていくかを伝えるため、新たに、同月 16 日に、市民会館おおみやで「いじめ問題を

考えるシンポジウム」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１１月１日は「彩の国教育の日」＞ 

秋晴れの下、運動会を２年ぶりに開催する

ことができました。人数制限のある参観とな

りましたが、保護者の皆様に来校していただ

き、子供たちは普段以上にはりきって、運動

会の各競技、全力で取り組むことができたと

思います。また、特に印象的だったのは、

５・６年生です。運動会開催に向け前日準備

に熱心に取り組んだり、運動会当日の係活動

に一生懸命取り組んだりする姿をたくさん見

ることができました。長幡小学校の高学年と

して、改めて頼もしさを感じました。保護者

の皆様には、多くの場面でご支援ご協力をし

ていただき、大変ありがとうございました。 

１０月２３日（土）「運動会」 

月授業

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

 埼玉県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１

日から７日までを「彩の国教育週間」としています。 

 例年、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け

体験教室などの事業を多数実施していますが、今年度も、コロナウイルスの感染拡

大の影響を受け、多くの事業が自粛されています。このような状況だからこそ、身近

な人と「自然」「人」「本」「家族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませ

んか。ほっこりした話題で、元気で明るい気持ちになる教育週間にしましょう。 
▲シンボルマーク 



※変更しなければならない場合がありましたら、マチコミメール等でお知らせいたします。 

 

 

 

月 火 水 木 金 

１１／１ ２ ３      
文化の日 

４ ５ 委員会活動 

８      
振替休業日 

９ １０ 特日５  
一斉下校 

１１ １２クラブ活動 

１５ １６     
持久走大会 

１７ １８ １９ １・２年生
生活科見学 

２２ 日帰りで 
6 年生 修学旅行 

２３     
勤労感謝の日 

２４ ２５ 普通５ ２６クラブ活動 

２９ ３０ 日帰りで
5 年生 林間学校 

１２／１ ２      
６年生読み聞かせ 

３      
委員会活動 

６ ７ 普通５ ８ ９ １０クラブ活動
5 年生社会科見学 

１３ １４ １５ １６ １７     
クラブ活動 

２０ 普通５ ２１ 普通５ ２２ 普通５ ２３ 普通５ ２４ 特日３  
２学期終業式 

２７ 冬休み  
(～１／６まで) 

２８ ２９ ３０ ３１ 

１／３ ４ ５ ６ ７ 特日３   
３学期始業式 

１０     
成人の日 

１１ １２ 委員会活動
3‣4 年生社会科見学 

１３ １４ ６年生 
上里中学校入学説明会 

１７ １８ １９ ２０ ２１     
クラブ活動 

２４ ２５ Ｒ4 新１年生  
入学説明会 

２６ ２７ ２８     
クラブ活動 

３１  

１１/２７(土)ＰＴＡ資源回収

１１月～１月までの主な行事予定（１０月２９日現在） 

１１/１９(金)

１１/６(土)授業参観

工事エリア 

長幡小学校 

校庭 

（保護者用臨時駐車場） 

台数に限りがありますが「旧長幡

農協跡地」に加え、「長幡小学校の

校庭」を授業参観及び修学旅行お迎

えの保護者駐車場として、使用して

いただくことといたしました。「長

幡小学校の校庭」へは、左図の矢印

の通り、入口と出口を別にいたしま

す。利用する際は、校庭や駐車場内

及び出入口付近での接触事故等に十

分ご注意願います。なお、駐車場内

でのトラブルにつきましては、学校

が対応することができません。当事

者同士で対応くださるようお願いい

たします。 

旧長幡 

農協跡地 

１１月６日（土）「授業参観」、１１月 22日（月）６年生保護者「修学旅行お迎え」    
の臨時駐車場について 

入口 

出口 


